
仕  様  書 

 

１ 物件の名称・数量等 

内視鏡システム  数量：１式 

 

２ 必要とする仕様の内容 

・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下 

「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。 

・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等が 

これを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外 

する。 

・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。 

項   目 技術的要件 

1.ﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ 

 

 

 

 

 

 

2.内視鏡用超音波観測装置 

 

 

 

 

 

 

3.ﾌﾟﾛｰﾌﾞ駆動ﾕﾆｯﾄ 

 

 

 

4.内視鏡画像診断ｿﾌﾄｳｪｱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

6.上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ① 

 

 

1.ﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰは以下の条件を満たすこと。  

1-1.撮像方式は面順次式と同時式の二つに対応していること。 

1-2.5色の LEDを搭載していること。 

1-3.4K対応の 12G SDI を搭載していること。 

1-4.狭帯域光観察の機能を有していること。 

1-5.ﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ(CV-290)を組み合わせることでｵﾘﾝﾊﾟｽ社製の 260 ｼ

ﾘｰｽﾞのｽｺｰﾌﾟが使用可能であること。 

2.内視鏡用超音波観測装置は以下の条件を満たすこと。 

2-1.ﾒｶﾆｶﾙ走査式と電子走査式を持った装置であること。 

2-2.ﾌﾟﾛｰﾌﾞ駆動ﾕﾆｯﾄの組合せで超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞが使用可能であること。 

2-3.FLOW ﾓｰﾄﾞを搭載していること。 

2-4.ｿﾌﾄｳｪｱの組合せで造影ｴｺｰが可能であること。 

2-5.ｿﾌﾄｳｪｱの組合せでｴﾗｽﾄｸﾞﾗﾌｨｰが可能であること。 

2-6.ｿﾌﾄｳｪｱの組合せでｼｱｳｪｰﾌﾞ計測（SWQ）が可能であること。 

3.ﾌﾟﾛｰﾌﾞ駆動ﾕﾆｯﾄは以下の条件を満たすこと。 

3-1.内視鏡用超音波観測装置との組合せで超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞの使用が可能

であること。 

3-2.3次元走査用の超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞが使用可能であること。 

4.内視鏡画像診断ｿﾌﾄｳｪｱは以下の条件を満たしていること。 

4-1.大腸内視鏡動画を PCに入力し、機械学習することによって構築さ

れた推論ﾓﾃﾞﾙに基づき、画面上に大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟが存在する可能性の表示

が可能であること。 

4-2.大腸内視鏡画像から病変の存在を検出し、警告音と内視鏡表示ｴﾘ

ｱの外部四隅を着色及び病変部位に矩形を表示することにより注意喚

起が可能であること。 

4-3.大腸内視鏡狭帯域光観察画像から病変の特徴を検出して解析を行

い、腫瘍または非腫瘍の推論結果を表示可能であること。 

4-4.推論結果の対象領域をﾋｰﾄﾏｯﾌﾟにて表示が可能であること。 

5.十二指腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。  

5-1.先端部外径 13.5㎜以下、軟性部外径 11.3㎜以下であること。 

5-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 4.2㎜以上であること。 

5-3.2種類以上のｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ固定機能を有していること。 

6.上部消化管汎用ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

6-1.先端部外径が 9.9㎜以下、軟性部外径は 9.9㎜以下であること。 

6-2.ﾚﾊﾞｰ式の光学ｽﾞｰﾑを搭載していること。 



 

7.上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ② 

 

 

 

8.上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ③ 

 

 

 

 

9.上部消化管汎用ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ④ 

 

 

 

10.大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ① 

 

 

 

11.大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ② 

 

 

 

 

 

12.大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ③ 

 

 

 

 

13.気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ① 

 

 

 

14.気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ② 

 

 

 

15.超音波気管支ﾋﾞﾃﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ

① 

 

 

 

16.超音波気管支ﾋﾞﾃﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ

② 

 

 

 

17.胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ 

6-3.内視鏡ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰとの組合せで高速面順次方式が可能であること。 

7.上部消化管汎用ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

7-1.先端部外径 5.4㎜以下、軟性部外径 5.8㎜以下であること。 

7-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 2.2㎜以上であること。 

7-3.撮像方式は面順次方式であること。 

8.上部消化管汎用ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

8-1.先端部外径 9.8㎜以下、軟性部外径 9.9㎜以下であること。 

8-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 3.2㎜以上であること。 

8-3.ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ機能を有していること。 

8-4.撮像方式は面順次方式であること。 

9.上部消化管汎用ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

9-1.先端部外径 8.9mm以下、軟性部外径 8.9㎜以下であること。 

9-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 2.8㎜以上であること。 

9-3.撮像方式は面順次方式であること。 

10.大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

10-1先端部外径 13.2㎜以下、軟性部外径 12.8㎜以下であること。 

10-2 ﾚﾊﾞｰ式の光学ｽﾞｰﾑを搭載していること。 

10-3内視鏡ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰとの組合せで高速面順次方式が可能であること。 

11.大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

11-1.先端部外径は 11.7 ㎜以下、軟性部外径は 11.8 ㎜以下であるこ

と。 

11-2.ﾚﾊﾞｰ式の光学ｽﾞｰﾑを搭載していること。 

11-3.ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ機能を有していること。 

11-4.撮像方式は面順次方式であること。 

12.大腸ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

12-1.先端部外径 9.8㎜以下、軟性部外径 10.5㎜以下であること。 

12-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 3.2㎜以下であること。 

12-3.ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ機能を有していること。 

12-4.撮像方式は面順次方式であること。 

13.気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

13-1.先端部外径 4.9㎜以下、軟性部外径 4.9㎜以下であること。 

13-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 2.2㎜以上であること。 

13-3挿入部回転機能を有していること。 

14.気管支ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

14-1.先端部外径 5.8㎜以下、軟性部外径 6.1㎜以下であること。 

14-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 3.0㎜以上であること。 

14-3. 挿入部回転機能を有していること。 

15.超音波気管支ﾌｧｲﾊﾞｰﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

15-1.先端部外径 6.6㎜以下、軟性部外径 6.3㎜以下であること。 

15-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 2.2㎜以上であること。 

15-3.内視鏡画像の視野方向は 20°程度の前方斜視であること。 

15-4.ｺﾝﾍﾞｯｸｽ型電子走査方式であること。 

16.超音波気管支ﾌｧｲﾊﾞｰﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

16-1.先端部外径 5.9㎜以下、軟性部外径 5.7㎜以下であること 

16-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 1.7㎜以上であること。 

16-3.内視鏡画像の視野方向は 14°程度の前方斜視であること。 

16-4.ｺﾝﾍﾞｯｸｽ型電子走査方式であること。 

17.胸腔ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 



 

 

 

 

18.ﾌﾟﾛｾｯｻｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.DICOM 接続ﾗｲｾﾝｽ 

 

 

 

 

20.機能拡張ﾕﾆｯﾄ 

 

 

 

 

 

21.動画静止画保存・ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 

 

 

 

 

 

22.上部内視鏡画像診断支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 

 

 

 

 

23.下部内視鏡画像診断支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 

 

 

 

 

 

 

24.内視鏡用超音波観測装置 

 

 

17-1.挿入部は 7.3㎜以下であること。 

17-2.ﾁｬﾝﾈﾙ径は 3.0㎜以上であること。 

17-3.視野角は 120°程度であること。 

17-4.EOG.ｽﾃﾗｯﾄ.V-PRO MAX対応していること。 

18.ﾌﾟﾛｾｯｻｰは以下の条件を満たすこと。 

18-1.多灯式 LED 光を合従させて観察光とすること。 

18-2.観察画面以外に周辺機器映像を 2画面同時表示できること。 

18-3.白色光と画像協調機能画像を同時取得し、観察画面上に同時表示

が可能であること。 

18-4.炭酸ｶﾞｽ送気装置の挙動制御が可能であること。 

18-5.自動送水装置の挙動制御が可能であること。 

18-6.DICOM ﾗｲｾﾝｽを利用して、装置から直接 DICOM 規格画像の取得が

可能であること。 

19.DICOM接続ﾗｲｾﾝｽは以下の条件を満たすこと。 

19-1.組み合わせて使用するﾌﾟﾛｾｯｻｰへ DICOM 画像の送信が可能である

こと。  

19-2.組み合わせて使用するﾌﾟﾛｾｯｻｰへ MWM 連携機能の付与が可能であ

ること。 

20.機能拡張ﾕﾆｯﾄは以下の条件を満たすこと。 

20-1.製品及び各ﾎﾟｰﾄの使用状況に応じて点灯または点滅するｲﾝｼﾞｹｰﾀ

を備えること。 

20-2.200GB以上の SSDを実装すること。 

20-3.IEEE802.3ab 程度の LAN規格に対応すること。 

20-4.最大消費電力 124W以下であること。 

21.動画静止画保存・ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは以下の条件を満たすこと。 

21-1.ｲﾝｽﾄｰﾙ用 USBで納入が可能であること。 

21-2.書き換え可能目安は 3,000回程度であること。 

21-3.内視鏡の静止画・動画ｷｬﾌﾟﾁｬ操作に連動してﾌｧｲﾙ送信機能を有す

ること。 

21-4.外部ｻｰﾊﾞｰへ静止画及び動画の転送が可能であること。 

21-5.駆動 OSは Ubuntu16.04以上に対応が可能であること。 

22.上部内視鏡画像診断支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは以下の条件を満たすこと。 

22-1.食道扁平上皮癌疑い領域の検出支援機能を有すること。 

22-2.胃腫瘍性病変疑い領域の検出支援機能を有すること。 

22-3.ﾌﾟﾛｾｯｻｰが静止画撮影した画像を解析して、意図的なｽｺｰﾌﾟ操作が

要求される「ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ」が適切に撮影されているかを判定して結果表示

する機能を有すること。 

23.下部内視鏡画像診断支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは以下の条件を満たすこと。 

23-1.ﾌﾟﾛｾｯｻｰから受信した内視鏡画像で画像解析を行い、病変である

可能性のある領域を検出し、その結果をﾓﾆﾀｰの内視鏡画像上に重畳表

示できる病変検出支援機能を有すること。 

23-2.病変が腫瘍性または非腫瘍性である可能性を推定し、推定結果を

画面上に重畳表示する疾患鑑別支援機能を有すること。 

23-3.FullHD60Hz 以上の規格に対応したﾓﾆﾀｰと組み合わせて使用が可

能であること。 

24.内視鏡超音波観測装置は以下の条件を満たすこと。 

24-1.本製品に接続されたﾌﾟﾛｾｯｻｰからの画像を表示することが可能で

あること。 



 

 

 

 

 

25.超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ観測装置 

 

 

 

 

26.超音波内視鏡ｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.上部消化管用経鼻ｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

 

28.上部消化管用拡大ｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

 

29.上部消化管用細径ｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

30.十二指腸用ｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

31.下部消化管用拡大ｽｺｰﾌﾟ 

 

 

 

 

32.32 型 4K液晶ﾓﾆﾀｰ 

 

 

24-2.血流ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞの使用が可能であること。 

24-3.非線形成ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞの使用が可能であること。 

24-4.基本物理量/汎用計測が可能であること。 

24-5.穿刺針ｶﾞｲﾄﾞ表示が可能であること。 

24-6.操作用ﾄﾗｯｸﾎﾞｰﾙを搭載していること。 

25.超音波ﾌﾟﾛｰﾌﾞ装置は以下の条件を満たすこと｡ 

25-1.等電位化端子を 1系統以上実装していること。 

25-2.対応する内視鏡ﾌﾟﾛｾｯｻｰへ映像信号の出力が可能であること。 

25-3.本装置単独でﾌﾟﾛｰﾌﾞ走査画像を取得してﾓﾆﾀｰへの映像出力が可

能であること。 

26.超音波内視鏡ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

26-1.電子ｺﾝﾍﾞｯｸｽ式超音波内視鏡ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

26-1-1.視野角は 40°(斜視)程度であること。 

26-1-2.観察範囲は 3-100mm以内であること。 

26-1-3.わん曲角度は上角 150°以上であること。 

26-1-4.鉗子起立台の背面に送水用ﾎﾟｰﾄを備えていること。 

26-1-5.対応するﾌﾟﾛｾｯｻｰの内視鏡観察ﾓｰﾄﾞに連動し、観察ﾓｰﾄﾞを切り

替えて使用が可能であること。 

26-2.超音波接続ｹｰﾌﾞﾙは以下の条件を満たすこと。 

26-2-1.対応するｽｺｰﾌﾟ及び、超音波観測装置に接続して使用が可能で

あること。 

26-2-2.EMC適用規格 IEC60601-1-2に適合していること。 

27.上部消化管用経鼻ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

27-1.鉗子口径は 2.4mm以上であること。 

27-2.先端径は 5.8mm以上であること。 

27-3.対応するﾌﾟﾛｾｯｻｰと組み合わせることで、通常観察ﾓｰﾄﾞと狭帯域

光観察ﾓｰﾄﾞの 2画面表示に対応が可能であること。 

28.上部消化管用拡大ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

28-1.湾曲角度が下 160°以上であること。 

28-2.最近接時観察範囲が 1.5-2.5mm以内であること。 

28-3.拡大ﾚﾊﾞｰﾎﾞﾀﾝに対して、任意の機能をﾌﾟﾛｾｯｻｰにて割り当てが可

能であること。 

29.上部消化管用細径ｽｺｰﾌﾟは以下の条件を満たすこと。 

29-1.先端部径が 7.9mm以下であること。 

29-2.鉗子口径が 3.2mm以上であること。 

29-3.湾曲角度が下 160°以上であること。 

30.十二指腸用ｽｺｰﾌﾟは以下の要件を満たすこと。 

30-1.鉗子口径が 4.5mm以上であること。 

30-2.先端部径が 13.1mm以下であること。 

30-3.視野方向が後方斜視 15°程度であること。 

31.下部消化管用拡大ｽｺｰﾌﾟは以下の要件を満たすこと。 

31-1.標準時視野角が 170°以上であること。 

31-2.最近接時観察範囲が 1.5-2.5mm以内であること。 

31-3.拡大ﾚﾊﾞｰﾎﾞﾀﾝに対して、任意の機能をﾌﾟﾛｾｯｻｰにて割り当てが可

能であること。 

32.32型 4K液晶ﾓﾆﾀｰは以下の条件を満たすこと。 

32-1.液晶ﾊﾟﾈﾙの輝度は 500cd/㎡以上であること。 

32-2.12G-SDI端子の入力・出力を実装すること。 



 

33.ｼｽﾃﾑｶｰﾄ 

 

 

 

34.ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾀﾝﾄﾞ 

 

 

35.自動送水装置 

 

 

 

 

 

 

36.炭酸ガス送気措置 

 

 

 

 

37.画像解析ｵﾌﾟｼｮﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.胆道鏡ｲﾒｰｼﾞﾌﾟﾛｾｯｻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.電気水圧結石破砕装置 

 

 

 

 

 

32-3.ﾓﾆﾀｰ質量は 11.8kg程度であること。 

33.ｼｽﾃﾑｶｰﾄは以下の条件を満たすこと。 

33-1.医療電気機器規格 JIS T 0601-1:2023 の要求事項を満たすこと。 

33-2.ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ許容荷重 15kg程度であること。 

33-3.可動式棚板で棚間隔を任意の高さに調整可能であること。 

34.ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｽﾀﾝﾄﾞは以下の条件を満たすこと。 

34-1.15kg程度のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ許容荷重があること。 

34-2.ｷｬｽﾀｰとｷｬｽﾀｰﾛｯｸを備えること。 

35.自動送水装置は以下の条件を満たすこと。 

35-1.鉗子口へ接続して送水が可能であること。 

35-2.副送水口へ接続して送水が可能であること。 

35-3.処置具等のﾃﾞﾊﾞｲｽを接続が可能であること。 

35-4.内視鏡ｽｺｰﾌﾟの各管路に対応するﾘﾕｰｽﾁｭｰﾌﾞ･ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ

の接続が可能であること｡ 

35-5.ﾀﾝｸ容量は 2,000ml程度であること。 

36.炭酸ガス送気装置は以下の条件を満たすこと。 

36-1.本体ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙで流量切り替えが可能であること。 

36-2.ボンベ/壁配管に切替対応が可能であること。 

36-3.対応するﾌﾟﾛｾｯｻｰと接続・連携することで、炭酸ガス送気の停止

が可能であること。 

37.画像解析ｵﾌﾟｼｮﾝは以下の条件を満たすこと。 

37-1.ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ/ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾗｲｾﾝｽは以下の条件を満たすこと。 

37-1-1.MRCP 画像と X 線画像を専用端末で解析し、X 線画像上に 3D 画

像を重畳表示が可能であること。 

37-1-2.対応する当院の X線 TV装置と連携が可能であること。 

37-1-3.投影用ﾓﾆﾀｰは 2面以上に対応が可能であること。 

37-1-4.ｸｲﾉｰｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝによる色別機能で、任意の領域だけを表示させ

ることが可能であること。 

37-2.PACS ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費用については以下の条件を満たすこと。 

37-2-1.対応するﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝと院内 PACSの連携が可能であること。 

37-3.撮影画像自動転送設定費用については以下の条件を満たすこと。 

37-3-1.院内の対応する X線 TV装置操作卓から解析用ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝへ X線

画像を提供が可能であること。 

38. 胆道鏡ｲﾒｰｼﾞﾌﾟﾛｾｯｻは以下の条件を満たすこと。 

38-1.定格電圧は 100-240V以内であること。 

38-2.電圧変動は±10％以内であること。 

38-3.定格周波数は 50/60Hz以内であること。 

38-4.定格電力は 48VA以内であること。 

38-5.光源と画像処理ﾎﾞｰﾄﾞの両方の機能を有すること。 

38-6.ﾋﾟｸｾﾙ数 1280（H）×800（V）pixels程度でること。 

38-7内視鏡と共に使用し、内視鏡からの信号を処理し、検査用ﾓﾆﾀｰに

表示する信号に変換することにより体腔内の観察が可能であること。 

39. 電気水圧結石破砕装置は以下の条件を満たすこと。 

39-1．電気水圧衝撃波を利用して胆管結石を破砕する装置であること。 

39-2．寸法は幅 320 ㎜・奥行 240 ㎜・高さ 120 ㎜・重量 7.7 ㎏程度で

あること。 

39-3．ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ､ﾌﾟﾛｰﾌﾞｺﾈｸﾀｰ､ﾌｯﾄｽｲｯﾁ及び電源ｺｰﾄﾞの耐用期間は約 10

年間であること。 



40.内視鏡洗浄消毒器  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.電動油圧式診察台 

 

 

 

42.電気手術器本体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 内視鏡洗浄消毒器は以下の条件を満たすこと。 

40-1.当院が保有する各社軟性内視鏡に対し、洗浄適合が確認されてい

ること。 

40-2.洗浄時間、消毒時間、送気時間を任意で変更が可能であること。 

40-3.消毒剤は現行運用と同様に低刺激・低揮発のﾌﾀﾗｰﾙ製剤を用いる

ことが可能であること。 

40-4.消毒ﾀﾝｸに投入されている消毒剤の情報を確認することが可能で

あること。 

40-5.本体の外寸法は、幅 530mm・奥行 830mm・高さ 1,000mm 以内であ

ること。  

40-6.本体の乾燥重量は 90kg以下であること。 

40-7.消毒薬の使用量は 16L以下で運転する機能を有すること。 

40-8.洗浄方法は過流+洗浄剤による洗浄が可能であること。 

40-9.送気工程においてｱﾙｺｰﾙﾌﾗｯｼｭの有無を設定することが可能であ

ること。 

40-10.ﾌｨﾙﾀｰの使用日数から、交換時期が近付いていることをｱﾗｰﾑとし

てお知らせする機能を有すること。 

40-11.洗浄消毒履歴を 300件以上登録が可能であること。 

40-12.定格電圧は単相 100V以内であること。 

40-13.最大消費電力は 800VA 以内であり、EMC規格に適合しているこ

と。また、排水方法はﾎﾟﾝﾌﾟによる強制排水であること。 

40-14.ｱﾙｺｰﾙ送液はﾎﾟﾝﾌﾟによる自動送液・除液であること。 

40-15.始業前点検や動作確認などを自動でおこなう自己診断（ｾﾙﾌﾁｪｯ

ｸ）機能を有すること。 

40-16.救急ｾﾝﾀｰへの移設がある場合は対応が可能であること。 

41.診察台は以下の条件を満たすこと。 

41-1.寸法は長さ 1,900㎜・幅 700㎜程度であること。 

41-2.ﾌｯﾄｽｲｯﾁが付属していること。 

41-3.470㎜～970 ㎜程度昇降すること。 

42.電気手術器本体は以下の要件を満たすこと。 

42-1.全てのﾓｰﾄﾞは、電圧を一定に維持し、かつ組織状況に応じ出力を

自動的に調整する機能を有すること。 

42-2.組織効果の再現性を高めるため、毎秒 25,000,000 回(以上)ﾒｽ先

で抵抗を計測する機能を有すること。 

42-3.切開・凝固ﾓｰﾄﾞを合計 14種類以上搭載していること。 

42-4.高い止血力を発揮しつつ、剥離に適する凝固ﾓｰﾄﾞを有しているこ

と。 

42-5.電極と組織間の放電を一定に維持することにより、脂肪層や水中

など抵抗の変化が激しく抵抗値が高い組織でも切開を可能とするﾓﾉﾎﾟ

ｰﾗ切開ﾓｰﾄﾞを有していること。 

42-6.200Vp以下のﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ及びﾓﾉﾎﾟｰﾗ凝固ﾓｰﾄﾞを有していること。 

42-7.切開と凝固ﾌｪｰｽﾞを一定の間隔で繰り返す切開ﾓｰﾄﾞを有している

こと。 

42-8.切開と凝固ﾌｪｰｽﾞを一定の間隔で繰り返す水中用の切開ﾓｰﾄﾞを有

していること。 

42-9.電圧の変更はｴﾌｪｸﾄ設定のみで調整が可能であり、熱傷事故を防

止するため、2面型対極板接続時において、皮膚への接触状態の監視機

能や対極板の貼付方向の監視機能が電気手術器に搭載されているこ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.ﾌｯﾄｽｲｯﾁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.架台 

 

 

 

 

45.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と。 

42-10.様々な術式に対応できるように 250 個のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ保存が可能で、

一つのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに最大 6個までのｻﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成が可能であること。 

42-11.ｱｸｾｻﾘ認識機能により、ｱｸｾｻﾘを接続すると接続したｱｸｾｻﾘに応じ

た所定のｱｲｺﾝがﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲに表示される機能を有すること。 

42-12.ｱｸｾｻﾘの誤接続を防止するため、あらかじめ設定されたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

に基づきｱｸｾｻﾘの接続先ｿｹｯﾄを誘導する機能を有していること。 

42-13.専用の USB を利用して、ｿﾌﾄｳｪｱの更新、ｴﾗｰ情報のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ､ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑのｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ及びﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを行う機能を有すること｡ 

42-14.専用の USB を利用して、ｿﾌﾄｳｪｱの更新、ｴﾗｰ情報のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ､ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑのｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ及びﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを行う機能を有すること。 

42-15.視認性と操作性の良い 10.1 ｲﾝﾁ以上のﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを搭載

していること。 

42-16.日本語表示を含む多言語表示が可能であること。 

42-17.手技の必要性に応じて最大で 3 つのｱｸｾｻﾘを同時に接続が可能

であること。 

42-18.ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ登録時に漢字入力に対応していること。 

42-19.本体出力と連動して送水できる灌流装置を必要に応じて接続が

可能であること。 

42-20.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置の接続が可能であること。 

43.ﾌｯﾄｽｲｯﾁは以下の要件を満たすこと。 

43-1.2 ﾍﾟﾀﾞﾙﾌｯﾄｽｲｯﾁは以下の要件を満たすこと。 

43-1-1.ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを切り替えるためのｽｲｯﾁを有していること。 

43-1-2.防水規格が IPX8以上であること。 

43-1-3.踏み間違いによる誤出力防止のため、切開ﾍﾟﾀﾞﾙと凝固ﾍﾟﾀﾞﾙの

間に仕切り板が付属していること。 

43-2.1 ﾍﾟﾀﾞﾙﾌｯﾄｽｲｯﾁは以下の要件を満たすこと。 

43-2-1.ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを切り替えるためのｽｲｯﾁを有していること。 

43-2-2.防水規格が IPX8以上であること。 

44.架台は以下の要件を満たすこと。 

44-1.ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲが見やすいよう、電気手術器及びｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置積載

部分は傾斜付きの設計であること。 

44-2.電気手術器本体と連動可能な灌流装置の搭載が可能であること。 

44.3 ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの搭載が可能であること。 

45.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置は以下の要件を満たすこと。 

45-1.出力設定により、凝固深度のｺﾝﾄﾛｰﾙが可能であること。 

45-2.状況に応じた出力が選択出来るよう、3種類以上のﾊﾟﾙｽ変調型出

力ﾓｰﾄﾞを有していること。 

45-3.組織周辺の酸素を除去して切開や凝固時の発煙・組織の炭化を低

減し、血液等を吹き飛ばして使用部位の視界を良好に保つ効果のある

ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽを併用した切開ﾓｰﾄﾞ及び凝固ﾓｰﾄﾞを有していること。 

45-4.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽの流量は 0.1～8.0L/min の範囲において 0.1L/min の単

位で調整が可能であり、接続したｱｸｾｻﾘにより最大流量の制限が可能で

あること。 

45-5.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置本体は、電気手術器底部と直接接続可能な構造

であること。 

45-6.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置本体は、電気手術器から電力の供給が可能であ

ること。 



 

 

46.8 本掛け内視鏡保管庫 

 

47.15 本掛け内視鏡保管庫 

 

48.その他 

45-7.ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ供給装置本体の操作及び出力設定は、電気手術器側で行

えること。 

46.8本掛け内視鏡保管庫は以下の条件を満たすこと。 

46-1.ｽﾃﾝﾚｽ製ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵付８本用平掛式ｱｸﾘﾙ架台であること。 

47.15本掛け内視鏡保管庫は以下の条件を満たすこと。 

47-1 ｽﾃﾝﾚｽ製ｼﾘﾝﾀﾞｰ鍵付 15本用平掛式ｱｸﾘﾙ架台であること。 

48-1.別紙「仕様書別紙」を参考とし、同等品は可とする。 

48-2.搬入、設置等費用を含めること。 

 

 

３ 納品場所 

茨城県笠間市鯉淵６５２８ 
茨城県立中央病院（内視鏡センター） 

 

４ 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。） 

 ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。 

 ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。 

 ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。 

 

５ 納入期限 

  令和８年７月３１日（金）  

  納入にあたっては、事前に連絡調整すること。 


